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５ 競争政策関係 
ア 独占禁止法のエンフォースメント（ルールの実効性を確保するための手段）の見直し・強化 

規制改革・民間開放推進 3か年計画（平成 18 年 3 月 31 日閣議決定）における決定内容 

実 施 予 定 時 期 
事 項 名 措   置   内   容 

平成 16年度 17 年度 18 年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

①措置体系の見

直し等 

（公正取引委員会、

事業所管官庁） 

ｃ 独占的、寡占的な市場における参入阻止行為に迅速、

効果的に対応できるよう適切な方策を講ずるとともに、事業

者に混乱が生じることのないよう、事業所管官庁と公正取引

委員会が、それぞれの事業法による政策と独占禁止法に基

づく政策との整合性を十分勘案しながら、密接な連絡調整

を図る。 

一 部 

逐次実施

逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画（平成19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】ア①ａに移行) 

（事業所管官庁） ｄ 事業法分野によっては、事業所管官庁が競争促進措置

を講ずるに当たって、より専門的な見地や、より公平・中立

的な立場からの市場監視を実効的に行い得る厳正中立な

体制の構築・強化を検討する。 

逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画（平成19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】ア①ｂに移行) 

②独占禁止法にお

ける民事責任制度

及び差止制度の見

直し 

（公正取引委員会）

 独占禁止法の差止請求制度については、制度の実施状況

を注視しつつ、事例の蓄積を待って必要性が認められる場

合には、私人による差止請求対象行為の範囲の見直し等、

民事的救済制度を更に充実した制度とするための検討に着

手する。 

必要性が認められる場合、検討着手  (規制改革推進のための 3か年計画（平成19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】ア③に移行) 

 
イ 公正取引委員会における審査機能・体制の見直し・強化 

(ｱ) 独占禁止法違反事件に関する審査機能・体制の見直し・強化 
規制改革・民間開放推進 3か年計画（平成 18 年 3 月 31 日閣議決定）における決定内容 

実 施 予 定 時 期 
事 項 名 措   置   内   容 

平成 16年度 17 年度 18 年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

①民間等の外部人

材の積極的な受入

れ 

（公正取引委員会）

 公正取引委員会は、既存の研修の内容を向上させるととも

に、例えば、弁護士、エコノミスト等の民間の専門家や他省

庁からの出向者など、その受入れを積極的に検討し、審査

部門の強化を図る。さらに、審査に関わる職員の専門性を向

上させるため、同委員会は、外部との人材交流の一層の拡

充を図る。 

逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】イ(ア)①に移行) 



263 

 

規制改革・民間開放推進 3か年計画（平成 18 年 3 月 31 日閣議決定）における決定内容 

実 施 予 定 時 期 
事 項 名 措   置   内   容 

平成 16年度 17 年度 18 年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

②審査部門の人

員の充実等 

（公正取引委員会）

 公正取引委員会において、審査部門に重点を置いた一層

の体制整備を進めるため、審査部門への人員の重点的配置

等についても、迅速かつ計画的に行う。特に、違反事件の大

型化、審判で争われる事例の増加等に対応するため、違反

行為の監視体制の強化、事件処理の迅速化の観点から、審

査部門の職員を抜本的に増強する。このため、上記の外部

人材の受入れと併せて、人員充実及び人員の重点的配置

のための具体的な検討を速やかに行うとともに、審査部門内

の機能・体制についても、より一層の審査の迅速化及び実績

の向上に向けた検討を行う。 

逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】イ(ア)②に移行) 

③審査の迅速化の

ための新たな目標

の設定・公表と客観

的な評価の実施 

（公正取引委員会）

 公正取引委員会は、今後、審査の迅速化を図るため、人

員の充実及びタスクフォースの活用等による専門性の向上

を図るとともに、各事業分野における紛争処理機関等との性

格の違いも踏まえつつ、一律の目標ではないにせよ、情報

通信、エネルギー等の公益分野における新規参入案件など

を中心に、国民の期待に沿った標準的な審査期間の目標を

設定・公表し、その結果を評価することなどにより、迅速かつ

効果的な事件の処理に努める。 

 また、こうした迅速かつ効果的な処理を通じて、同委員会

の審査実績を飛躍的に向上させるために、審査に関する目

標を策定・公表するとともに、定期的に、政策評価を実施し、

その枠組み等を活用して、客観的な評価に努める。 

 その際、特に、情報通信、エネルギー等の公益事業分野

については、実際の審査結果が、どのように新規参入や競

争促進につながっているかなど、定性的・定量的な観点から

の評価に努める。 

逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】イ(ア)③に移行) 

④警告・注意等の

取扱いの改善 

（公正取引委員会）

 公正取引委員会が、独占禁止法違反のおそれがあるとし

て行う警告、注意といった取扱いについては、競争制限行為

を迅速に除去するために、一定の範囲で必要性が認められ

るものの、行政側からの一方的な通知であり、事業者がそれ

を法的な手続の中で争うことができない等の問題があること

を踏まえ、同委員会においては、違反行為を排除する必要

がある場合には、勧告等の法的措置により対応することを原

則としつつ、これら事実上の行政指導や注意喚起について

は、その取扱いを必要最小限とし、かつ上記のような問題点

についての改善が可能かどうかを検証し、可能な場合には

改善を図る。 

逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】イ(ア)④に移行) 
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規制改革・民間開放推進 3か年計画（平成 18 年 3 月 31 日閣議決定）における決定内容 

実 施 予 定 時 期 
事 項 名 措   置   内   容 

平成 16年度 17 年度 18 年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

⑤独占禁止法違反

に係る警告及び注

意の在り方 

（公正取引委員会）

 現在行われている警告や注意の内容公表について、引き

続きこれを励行するとともに、今後とも、警告及び注意につい

ては適切な運用が行われるよう対処する。 

引き続き励行  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】イ(ア)⑤に移行) 

⑥審査打切りの概

要の公表 

（公正取引委員会）

 審査打切りの事案の関係人がその旨の公表を望む場合に

は、説明責任を果たす観点から、打切り案件のおおまかな

概要の公表を行う。 

逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】イ(ア)⑥に移行) 

⑦ネットワーク事業

分野における審査

体制・機能の強化 

（公正取引委員会）

 市場開放が進められているネットワーク事業分野において

公正競争を確保する観点から、公正取引委員会の審査体制

及び機能を強化し、独禁法違反被疑事実に関する処理の迅

速化を図る。 

逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】イ(ア)⑦に移行) 

 

(ｲ) 企業結合に関する審査機能・体制の見直し・強化 
規制改革・民間開放推進 3か年計画（平成 18 年 3 月 31 日閣議決定）における決定内容 

実 施 予 定 時 期 
事 項 名 措   置   内   容 

平成 16年度 17 年度 18 年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

①民間等の外部人

材の積極的な受入

れ及び内部体制の

見直し・強化 

（公正取引委員会）

 企業結合に関する審査能力・専門性を向上させるため、公正

取引委員会は、審査人員を増加させるとともに、民間の専門家

や他省庁からの出向者など、専門性が生かせる分野について、

積極的にこうした外部の人材を活用する。また、企業結合審査

部門への人員の重点的配置により、機能・体制の強化を図る。 

逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】イ(イ)①に移行) 

③企業結合案件に

関する透明性の向

上 

（公正取引委員会）

 審査の透明性を向上させるため、合併等を認めたもの、認めな

かったもののうちできるだけ多くの案件について、事業者の秘密

に関する部分を除き、支障のない限り、その理由を含め、公表内

容のより一層の充実化を図る。 

 公表に当たっては、予見可能性を高める観点から、どのような

市場（一定の取引分野）をどのような基準（取引対象商品又は役

務、地理的範囲）で画定したのか示すとともに、画定した市場に

おける審査結果の内容及び判断の根拠となる市場シェア、順

位、当事会社の競争状況（市場における競争者の数・集中度、

参入、輸入、閉鎖性・排他性等）等の基準や、各合併等案件の

市場の競争状況への影響をどう評価したかなどの判断の理由・

基準等を示す。また、当事会社が申し出た問題解消措置を前提

として容認された事案については、当該問題解消措置に対して

どのような評価を行ったかについても示す。 

逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】イ(イ)②に移行) 
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(ｳ) 景品規制及び表示規制の見直し 
規制改革・民間開放推進 3か年計画（平成 18 年 3 月 31 日閣議決定）における決定内容 

実 施 予 定 時 期 
事 項 名 措   置   内   容 

平成 16年度 17 年度 18 年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

①景品・表示規制

の検討 

（公正取引委員会） 

 景品表示法に基づく規制については、総付景品について

その在り方を見直すべきとの指摘があることも認識しつつ、

消費者の適正な商品選択の確保等の観点からみて、ふさわ

しい方策を検討する。 

 検討 検討  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】イ(ウ)①に移行) 

 

ウ 専門分野に関するエンフォースメントの強化 
規制改革・民間開放推進 3か年計画（平成 18 年 3 月 31 日閣議決定）における決定内容 

実 施 予 定 時 期 
事 項 名 措   置   内   容 

平成 16年度 17 年度 18 年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

①証券取引分野に

おける市場監視機

能の強化 

（金融庁） 

また、行政上の制裁措置等や、不公正取引、ディスクロージ

ャー等に係る資本市場の監視取締に必要な規則の制定につ

いては、市場により近い証券取引等監視委員会が一層重要な

役割を果たすことが肝要であり、そうした方向性に沿って、更

なる独立性向上の必要性も含め、市場の監視取締体制の在り

方について検討を行い、結論を得る。 

【証券取引法等の一部を改正する法律（平成16年法律第97

号）、証券取引法の一部を改正する法律（平成17年法律第76

号）】（第164回国会に関係法案提出） 

その他についても必要に応じて 

逐次実施・検討 

 (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【金融関係】ウ⑲に移行) 
 

 ｅ 有価証券の定義の見直し 

投資家保護の観点から、集団投資スキーム（いわゆるファ

ンド）を包括的に対象とする等、現行の証券取引法の適用対

象となる範囲を横断化することとし、所要の措置を講ずる。 

【証券取引法等の一部を改正する法律（平成16年法律第97

号）】（第164回国会に関係法案提出） 

（平成 16 年度）投資事業有限責任組合

の出資持分等について証券取引法上の

「みなし有価証券」とし、投資家保護範囲

を拡大する所要の改正について措置済

（12 月施行）。（平成 17 年度）法案提出

（施行は平成 19 年度を予定） 

 (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【金融関係】ウ⑳に移行) 

 

②規制産業におけ

る競争の促進 

（公正取引委員会、

総務省、経済産業

省、国土交通省） 

 電気事業、ガス事業、電気通信事業、運輸事業などのうち、

従来、新規事業者の参入が制限されていた規制産業におけ

る競争的仕組みの導入等に当たって、公正取引委員会は、所

掌事務を遂行する上で政策提言等を行う必要があれば、今後

も競争促進の観点からこれらの産業における競争の状況を調

査し、改善の余地がある場合には積極的に政策提言等を行

う。 

必要に応じて実施  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】ウ①に移行) 

  また、上記の規制産業については、競争を促進する観点か

ら、事業所管省庁と公正取引委員会が、ガイドラインの策定を

含めて、競争にかかわる制度の新設、見直しについて必要な

連携を行う仕組みについて検討を行う。 

検討（逐次結論）  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】ウ①に移行) 
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規制改革・民間開放推進 3か年計画（平成 18 年 3 月 31 日閣議決定）における決定内容 

実 施 予 定 時 期 
事 項 名 措   置   内   容 

平成 16年度 17 年度 18 年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

③電気通信事業分

野における独占禁

止法上及び電気通

信事業法上の考え

方の明確化 

（公正取引委員会、総務省）

 電気通信事業分野における公正な競争を促進する観点か

ら、独占禁止法上又は電気通信事業法上問題となる行為

や、競争を一層促進する観点から事業者が採ることが望まし

い行為の具体的事例を示した独占禁止法上及び電気通信

事業法上の指針について、必要に応じて逐次見直しを行う。

必要に応じて逐次見直し  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】ウ②に移行) 

④ガイドラインの適

時適切な見直し等 

（関係府省） 

個別事業法において競争ルールに関する所要の規定を整

備していくとともに、法運用に関する事業者の予測可能性を高

め、紛争、法令違反を未然に防止する観点から、競争の進展

状況や紛争事案等を踏まえ、具体的事例を示した既存の個別

事業分野におけるガイドラインを適時適切に見直す。 

逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】ア②に移行) 

 

エ 企業の経済活動を活性化する等のためのその他の措置 
規制改革・民間開放推進 3か年計画（平成 18 年 3 月 31 日閣議決定）における決定内容 

実 施 予 定 時 期 
事 項 名 措   置   内   容 

平成 16年度 17 年度 18 年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

①一般集中規制の

見直し及びフォロー

アップ 

（公正取引委員会）

一般集中規制について、今後も引き続き、実態の変化を踏ま

えつつ、施行状況をフォローアップする。そして、当該規制につ

いては将来的には廃止することが適切であるとの指摘、事業支

配力が過度に集中することにより競争が阻害されることのないよ

う十分配慮すべきであるとの指摘があることも踏まえつつ、評価・

検討する。 

【一般集中規制に関する施行状況のフォローアップについて

（平成17年5月30日）】 

平成16年度においてフォローアッ

プ、引き続き評価・検討 

 

 

(規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】イ(イ)③に移行) 

②対消費者電子商取

引に係る景品表示法

上の考え方の明確化

（公正取引委員会）

対消費者電子商取引に関して、消費者保護の観点から電子

商取引上の表示に対する景品表示法上の対応や消費者に分か

りやすい表示の在り方について、必要に応じて見直しを行う。 

必要に応じて逐次見直し  

 

(規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】イ(ウ)③に移行) 

⑤切手、葉書、証

券、政府刊行物等

の製造等における

民間参入の推進 

（財務省） 

印刷業務については、平成15年4月から独立行政法人化され

ることとされているが、独立行政法人の業務とされているもののう

ち切手、葉書、証券、政府刊行物等の製造、印刷等について

は、既に競合する民間事業者でも実施されていることを踏まえ、

廃止、民間への移管を含め、当該業務を継続させる必要性、組

織の在り方について遅くとも独立行政法人設立後の最初の中期

目標期間終了時に速やかに検討を行い、結論を得、その結果

に基づき所要の措置を講ずる。 

遅くとも独立行政法人設立後の最初

の中期目標期間終了時に速やかに

検討・結論 

 

 

(規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【官業改革関係】オ②に移行) 
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 オ 政府調達制度の見直し 
規制改革・民間開放推進 3か年計画（平成 18 年 3 月 31 日閣議決定）における決定内容 

実 施 予 定 時 期 
事 項 名 措   置   内   容 

平成 16年度 17 年度 18 年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

①更なる取組の徹

底・拡大 

（国土交通省、総務

省、その他発注関

係府省） 

 国土交通省直轄工事等において、指名業者の事後公表、単体参

加ができる工事の拡大、工事費内訳書提出の全面的な導入に向け

た取組等が進められているが、今後、他の国等の機関や地方公共

団体を含め、透明性、公正性及び競争性の確保向上の観点から更

なる取組の徹底・拡大を図る。 

逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】エ①に移行) 

 

②第三者機関の設

置の推進・機能強

化等 

（国土交通省、総務

省、その他発注関

係府省） 

 国や都道府県においては入札監視委員会等の設置が進んでい

るが、国・地方公共団体を通じてこうした第三者機関の設置を一層

推進する。また、これに併せて、国において、同機関の機能を強化・

拡大する等により、例えば、1)一般競争入札の参加資格が認められ

ないこと、2)総合評価落札方式における落札者の決定結果等につ

いての苦情等を含む幅広い事項についての事業者からの申立てに

対し、透明性を確保しつつ公正・中立に審議し、発注者に対し、調

達手続の中断も含めた意見具申を行うことができる方策についても

検討することとし、その成果を地方公共団体にも周知する。 

逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】エ②に移行) 

③一般・指名競争入

札におけるランク制

の運用改善 

（国土交通省、総務省、

その他発注関係府省）

 一般・指名競争入札におけるランク制は、特に地方公共団体によ

る地域要件の設定と同時に運用された結果として入札参加業者数

が著しく少なくなる場合等には、競争制限的な効果を生じる原因と

なりがちであることから、そのような事態が生じている場合には、ラン

ク制の運用の改善に取り組む。 

逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】エ③に移行) 

④共同企業体結成

の義務付けの見直

し 

（国土交通省、総務省、

その他発注関係府省）

 受注の条件として共同企業体の結成を義務付けることは、競争制

限的な効果を生じる原因となりがちであり、したがって、国・地方公

共団体の各発注者において、このような義務付けを大規模工事で

あって技術的難度の高い建設工事を除き原則として行うべきでない

という指摘があることを踏まえ、その運用改善に取り組む。 

逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】エ④に移行) 

⑤地方公共団体によ

る地元業者の下請利

用要請等の適正化 

（総務省及び関係府省） 

 地方公共団体による地元業者の下請使用や地元産品利用の要

請については、それが過度なものになり、競争制限的な効果を生ま

ないよう、地方公共団体において、その運用の適正化を図る。 

逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】エ⑤に移行) 

⑥VE（Value Engi‐

neering ） ・総合評

価落札方式の運用

の見直し等 

（国土交通省、総務

省、その他発注関

係府省） 

 VE・総合評価落札方式等の多様な入札制度の導入・運用状況及

びこれがもたらしている効果・影響について事例の収集・分析により

検討し、より一層の拡大や方法の見直しを行う。その際、いわゆる除

算方式が原則とされ、加算方式は一部の物品調達の場合に限定さ

れているが、加算方式がふさわしい場合に同方式の採用を拡大す

ること等も含め、調達の経済性や評価の透明性・公正性に留意しつ

つ、必要な場合には技術評価のウエイトを増加させる。 

措置済 逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】エ⑥に移行) 
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規制改革・民間開放推進 3か年計画（平成 18 年 3 月 31 日閣議決定）における決定内容 

実 施 予 定 時 期 
事 項 名 措   置   内   容 

平成 16年度 17 年度 18 年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

⑦公共工事の検査・

監督等の外部委託

の推進 

（国土交通省、総務

省、その他発注関

係府省） 

 技術力を重視する新しい入札制度の導入に際しては、発

注側の職員にも技術的な知識が要求されるところであるが、

特に小規模な地方公共団体においては、そのような職員が

不足しているという問題がある。したがって、国・地方を通じ

て導入を進める前提として、工事の検査・監督等の外部委託

について、その実態についての調査を行うとともに、必要な

場合には十分な技術力を持つ者への外部委託の一層の推

進を図る。 

逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】エ⑦に移行) 

⑧工事成績の評

価の推進・見直し

（国土交通省、総務

省、その他発注関

係府省） 

 国土交通省直轄工事においては、一般競争入札において

過去の工事成績を入札参加に反映させたり、指名競争の技

術審査基準の工事成績の評価ウエイトを引き上げる等、工

事成績を重視した競争入札の導入を行っているが、今後、

他の国等の機関や地方公共団体を含め、更なる取組の徹

底・拡大を図る。 

 なお、その際には、国や当該地方公共団体の実績だけが

無い新規参入業者が不利にならないことを担保する必要が

あることから、同等の技術力を要求されると考えられる民間や

他の地方公共団体での実績はできる限り同等に扱う必要が

ある。そのため、国・地方公共団体を通じた工事成績の評価

の基準の共通化に向けて、早急に取り組む。 

逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】エ⑧に移行) 

⑨民間技術提案

の更なる活用 

（国土交通省、総務

省、その他発注関

係府省） 

 あらかじめ発注者が仕様を決めて入札に付すよりも事業者

の発意による技術提案を積極的に活用することが適当な案

件については、入札の過程で、複数の事業者に提案を行わ

せ、発注者がそれぞれの事業者と個別に交渉を行うことを通

じて契約者を選定する方が経済的に最も価値の高い調達を

行い得る場合があると考えられる。 

したがって、我が国においても、それがふさわしいと考えら

れる場合には、手続の公正性、透明性及び経済性に留意し

つつこのような方式を採用する。 

措置済 逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】エ⑨に移行) 

⑪分割発注の運

用改善 

（国土交通省、総務

省、その他発注関

係府省） 

 分割発注が、政府調達の公正性・経済合理性に反する形

で恣意的に実施されることのないよう、国において、「中小企

業者に関する国等の契約の方針」に基づく官公需施策の在

り方についての検討を踏まえて、例えば、これを実施する場

合についての明確な基準の策定等についての検討を行う。

また、実施した場合の理由の公表についても、上記官公需

施策の在り方についての検討を踏まえ実施する。また、地方

公共団体においても同様の取組が実施されるよう要請する。

逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】エ⑩に移行) 
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規制改革・民間開放推進 3か年計画（平成 18 年 3 月 31 日閣議決定）における決定内容 

実 施 予 定 時 期 
事 項 名 措   置   内   容 

平成 16年度 17 年度 18 年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

⑫地域要件設定

の運用改善 

（国土交通省、総務

省及び関係府省） 

 地域要件の設定が、過度に競争性を低下させる運用となら

ないよう、今後、国において、地方公共団体における地域要

件の設定の在り方についての基本的な考え方を検討し、そ

の結果を地方公共団体に対して周知する。 

また、地域要件設定の理由の公表については、早急に実

施するよう要請する。 

逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】エ⑪に移行) 

⑬発注者による措

置の強化 

（国土交通省、総務

省、その他発注関

係府省） 

 国において、違約金特約条項の性格及びその導入促進方

策についての考え方の整理を行う。また、地方公共団体に

対して国の取組を周知し、さらに、違約金特約条項導入の

状況について全国状況の調査・公表を行う。 

 また、指名停止基準の策定及び公表について、地方公共

団体に対し積極的な要請を行うこととする。 

逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】エ⑫に移行) 

 

⑭公正取引委員

会との連携強化 

（公正取引委員会及び

関係府省） 

 引き続き、国の発注者と公正取引委員会との間、また、地

方公共団体と公正取引委員会の間における入札談合に係

る情報の取扱い方について協議するなど連携を強化する。 

逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】エ⑬に移行) 

⑮長期継続契約の

対象範囲の拡大 

（財務省） 

 また、事務機器等のリース契約については、契約の期間及

び債務の額があらかじめ確定できるなど、国庫債務負担行

為を設定することにより対応できる場合もあることから、国に

おいては、購入する場合や単年度賃貸借を行う場合と比較

して複数年度のリース契約を行うことに合理性が認められる

場合には、単年度契約を繰り返すという無駄を見直す観点

からも、国庫債務負担行為を設定して複数年度にわたる賃

貸借契約を締結することとし、この運用結果を踏まえて、さら

に必要がある場合には、制度の見直しが可能かどうかにつ

いての検討をする。 

逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】エ⑭に移行) 

⑯国の物品の製造・

販売等に係る入札

参加資格の見直し 

（総務省及び関係府

省） 

 事業者が国の一般競争入札等の競争契約に参加する際

に、業種によっては、高い技術力を有していても創業後間も

なく企業規模も小さい新規事業者が入札に参加することが

困難になっている場合があるという事態の改善を図り、新規

事業者の入札機会を拡大するために、例えば、入札参加資

格の在り方の検討を行うとともに、技術力ある中小企業等の

入札参加機会を拡大するための運用弾力化措置の徹底を

図る。また、指名競争入札についても、特に早急に改善す

る。 

継続的に検討  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】エ⑮に移行) 
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規制改革・民間開放推進 3か年計画（平成 18 年 3 月 31 日閣議決定）における決定内容 

実 施 予 定 時 期 
事 項 名 措   置   内   容 

平成 16年度 17 年度 18 年度 

講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 

⑰入札契約適正

化法の遵守徹底 

（国土交通省、総

務省） 

 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

（入札契約適正化法（平成12年法律第127号））により公表や

通知が義務付けられている事項（指名競争入札基準の公

表、談合と疑うに足りる事実の公正取引委員会への通知等）

について、全ての地方公共団体において早期に完全実施さ

れるよう、引き続き、適正化を推進する。 

逐次措置  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】エ⑯に移行) 

⑱公共工事におけ

る一般競争入札方

式の拡大 

（国土交通省、総務省、

その他発注関係府省）

 国及び一定の政府関係法人の工事について、不良・不適

格業者の排除及び適正な施工の確保のための措置を強化

するとともに、一般競争入札方式の拡大を逐次行う。また、

地方公共団体が実施する工事についても、国の動向を踏ま

えつつ、同様の観点から、一般競争入札方式の拡大を図る

よう要請する。 

逐次実施  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】エ⑰に移行) 

⑲指名競争入札

方式の改善 

（総務省） 

 地方公共団体が指名競争入札方式により工事又は製造の

請負の契約を締結しようとする場合については、不良・不適

格業者の排除及び適正な工事の施工の確保のための措置

の強化、審査体制の整備等と並行して、国の工事の場合と

同様の低入札価格調査制度への移行等を検討する。 

検 討  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】エ⑱に移行) 

⑳不良・不適格業

者の排除の徹底 

（国土交通省、その

他発注関係府省） 

 指名停止措置を行う場合は、一般競争入札においては指

名停止期間中は入札に参加させない旨を競争参加資格に

明記するとともに、指名競争入札においても、同様に指名基

準に明記するなど、競争入札において、一定の悪質な行為

を行った者について、その事実があった後一定期間は入札

に参加させないこととする。 

継続的に実施  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】エ⑲に移行) 

21 履行保証制度

の見直し 

（国土交通省） 

 一般競争入札の対象となるような大規模工事について、長

期間にわたる工事に必要なファイナンスが十分できる経営力

のある企業が入札に参加する仕組みとして、入札参加時点

で入札参加企業にあらかじめ金融機関等による保証を求め

る制度の導入などの履行保証制度の見直し（履行義務を果

たさなかった場合に発注者が被った損害の填補等の在り方

を含む。）について引き続き検討する。 

引き続き検討  (規制改革推進のための 3か年計画（平成 19年 6月 22日閣議決

定）【競争政策関係】エ⑳に移行) 

 


